
原油価格等の高騰による物価高の影響により、事業活動におけるエネルギー依存度が高く、そ
の事業活動に著しい支障が生じている中小企業者等に対して、事業の継続を支援するため、事業
活動におけるエネルギー関連経費高騰分を助成します。

※エネルギー関連経費とは…ガソリン、軽油、重油、灯油、電気及びガス料金のこと

若桜町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金

申請日時点で、日本標準産業分類に掲げる業種を現に主たる事業として営む者で、町内に本社
若しくは主たる事業所を有する法人又は個人事業者のうち下記の要件を全て満たす者

■令和7年中のエネルギー関連経費の1カ月平均が3万円以上の者
■令和7年中のエネルギー関連経費の合計が前年又は前々年と比べ5%以上増加している者

但し、令和7年の間に新規に起業・開業した事業者は1カ月平均が3万円以上の者を対象者とします。

対象者

令和7年1月から令和7年12月までの事業活動におけるエネルギー関連経費
(公共施設等に係る経費を除く事業)

対象経費

・令和7年中のエネルギー関連経費から前年のエネルギー関連経費を差し引いた額
（上限50万円）

・令和7年の間に新規に起業・開業した事業所に対しては一律2万円

交付額

提出書類 添付書類 提出期間

①交付対象経
費報告書
（様式第1号）

(1)エネルギー関連経費に係る支出を証する書類
(様式第1号（別紙）内訳書、確定申告書類(決算書・申告書)等)

(2)令和7年の開業届の写し(基準年に起業・開業の場合)

令和8年
3月31日まで

②交付申請書
兼請求書
（様式第2号）

(1)宣誓書及び同意書（様式第3号）

(2)交付対象者が法人の場合は、法人名義の振込先口座
の通帳の写し、個人事業者の場合は、申請者本人名義の
振込先口座の通帳の写し

令和8年
4月1日～30日

【お問い合わせ】 若桜町経済産業課 観光商工室：0858-71-1313

提出書類・提出期間等

【提 出 先】若桜町経済産業課 観光商工室（エスマート２階）
【受付時間】平日 9:00～16:00

申請には下記の書類を提出してください。提出書類の添付書類と提出期間は下記のとおりで
す。

詳しくはこちらをご覧ください。→

（若桜町HP）

（平日 8:30～17:15）


	スライド 1

